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○
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
九
十
一
号

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
２
の
２
た
だ
し

書
の
規
定
に
基
づ
き
、
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
に
よ
り
得
ら
れ
た
生
物
を
利
用
し
て
製
造
す
る
飼
料
添
加
物
の
安
全
性
の
確
保
に

支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
五
百

六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
別
表
第
２
の
２
た
だ

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
別
表
第
２
の
２
た
だ

し
書
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

し
書
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

る
こ
と
と
す
る
。

一

農
業
資
材
審
議
会
及
び
食
品
安
全
委
員
会
が
、
高
度
に
精
製
さ
れ
、
安

対

象

基

準

全
性
の
確
保
に
支
障
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
。

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
に
よ
り
得

農
業
資
材
審
議
会
及
び
食
品
安
全

二

我
が
国
に
お
い
て
製
造
、
輸
入
、
販
売
又
は
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
の

ら
れ
た
生
物
を
利
用
し
て
製
造

委
員
会
が
、
当
該
飼
料
添
加
物
に

三
十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
を
記
載
し

す
る
飼
料
添
加
物

つ
い
て
、
高
度
に
精
製
さ
れ
、
安

た
届
出
書
が
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

全
性
の
確
保
に
支
障
が
な
い
こ
と

イ

有
効
成
分
が
、
第
一
号
の
確
認
を
受
け
た
比
較
対
象
と
す
る
飼
料
添

を
確
認
し
て
い
る
こ
と
。

加
物
（
以
下
「
確
認
済
み
高
度
精
製
飼
料
添
加
物
」
と
い
う
。
）
と
同

一
で
あ
る
こ
と
。

ロ

製
造
方
法
、
用
途
、
化
学
構
造
、
化
学
組
成
、
物
理
的
・
化
学
的
性

質
及
び
品
質
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

ハ

製
造
に
利
用
し
た
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
に
よ
り
得
ら
れ
た
生
物
（
以

下
「
組
換
え
体
」
と
い
う
。
）
が
、
確
認
済
み
高
度
精
製
飼
料
添
加
物

の
製
造
に
利
用
し
た
も
の
と
同
一
の
分
類
学
上
の
種
に
属
す
る
生
物
で

あ
る
こ
と
並
び
に
病
原
性
及
び
毒
素
産
生
性
を
有
し
な
い
こ
と
。

ニ

組
換
え
体
に
導
入
さ
れ
、
か
つ
、
含
有
さ
れ
て
い
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
提
供

し
た
生
物
が
、
飼
料
等
と
し
て
使
用
さ
れ
た
又
は
製
造
に
用
い
ら
れ
た

実
績
を
有
す
る
こ
と
並
び
に
病
原
性
及
び
毒
素
産
生
性
を
有
し
な
い
こ

と
。

ホ

確
認
済
み
高
度
精
製
飼
料
添
加
物
又
は
こ
れ
に
つ
い
て
第
一
号
の
確

認
を
行
っ
た
際
に
比
較
の
対
象
と
さ
れ
た
飼
料
添
加
物
（
以
下
こ
れ
ら

を
総
称
し
て
「
比
較
対
象
物
」
と
い
う
。
）
と
比
べ
、
次
に
掲
げ
る
要

件
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
。

有
効
成
分
の
含
量
が
同
等
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(1)

有
効
成
分
以
外
の
成
分
（
以
下
「
非
有
効
成
分
」
と
い
う
。
）
で

(2)

あ
っ
て
、
農
業
資
材
審
議
会
及
び
食
品
安
全
委
員
会
に
よ
り
比
較
対
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象
物
に
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
た
成
分
の
濃
度
が
同
等
以

下
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
成
分
以
外
の
非
有
効
成
分
が
含
ま
れ
な
い

こ
と
。

ヘ

組
換
え
体
が
混
入
し
て
い
な
い
こ
と
。


